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腸管出血性大腸菌 O157食中毒の発生について 

  令和５年８月 14日から 21日にかけて、医療機関から県内保健所に腸管出血性大腸菌 O157

の患者発生の届出があり、患者へ聞き取りを行ったところ、（株）ニイノ（食肉処理施設）が

加工した馬刺しを共通して食べていたことから、置賜保健所は、当該施設を原因とする食中毒

と断定しました。なお、患者に重症者はおりません。 

１ 発生状況概要 
発症日時※ 令和５年８月 10日～18日（喫食日 令和５年８月５日～13日） 

患 者 数※ 
１０グループ １７名（男性９名、女性８名） 

10歳未満～70代（健康保菌者を含む）   

患者住所※ 寒河江市、山形市、長井市、南陽市、上山市、仙台市 

受診者数※ 16名  入院患者※ ６名 

症  状※ 下痢、腹痛、発熱 病因物質 腸管出血性大腸菌 O157 

原因食品※ ８月５日から 13日に当該施設が販売した馬刺し（推定） 

原 因 施 設 
名 称 （株）ニイノ 

所在地 西置賜郡白鷹町大字畔藤１７４９－１ 

措 置 食品衛生法に基づく営業停止（令和５年８月 22日～24日の３日間） 

※調査中 

２ 調査結果 

患者に共通する食品は、当該施設が８月５日から 13日に販売した馬刺しのみであり、複数の

患者について医療機関から腸管出血性大腸菌感染症発生届が提出された。 

３ 施設の対応 
 ８月 21日から営業を自粛している。また、８月 19日から８月 21日までに販売した馬刺し

（消費期限８月 22日～23日）の自主回収を行っている。 

４ 保健所での対応 

置賜保健所では、汚染経路等の調査を行うとともに、施設の消毒等衛生管理及び再発防止の指

導を行っている。 

 

８月５日から 13日に当該施設で販売された馬刺しを食べて体調を崩した方は、 

お住まいの管轄の保健所に御相談いただくよう周知をお願いします。 

（受付時間 平日 8:30～17:15） 
村山保健所保健企画課感染症対策室        023-627-1105 

最上保健所保健企画課感染症対策担当      0233-29-1268 

置賜保健所保健企画課感染症対策担当      0238-22-3002 

庄内保健所保健企画課感染症対策担当      0235-66-4920 

山形市保健所健康増進課精神保健・感染症対策室 023-616-7274 
 
 

 令和５年食中毒発生状況（今回を含む） 
 食中毒発生状況 ５件 71名 (調査中) 

 昨年同期 ７件 ９名  

 昨年計 ９件 11名  
 

問合せ 
【食中毒に関すること】 
食品安全衛生課  
食品・営業衛生主幹 大貫典子 023-630-2567 

報道監 防災くらし安心部次長 柴﨑 渉 
【患者の相談窓口に関すること】 
健康福祉企画課  
課長補佐 渡部善記 023-630-2292 

報道監 健康福祉部次長 柴田 優 

患者の相談窓口 


